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にせ税理士防止月間
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確定申告期（2月16日から3月15日まで）は、「にせ税理士」が顕在化することから、「にせ税理士防止月間」と位置付けています。

今回は「にせ税理士」を把握した端緒例を紹介します。

FE
一■…画“一

挙塞．甥

『にせ税理士』L とば零彦 ー

Ｒ

税理士法第52条〈税理士業務の制限）には、税理士等※でなし延者は≦__税理土業務（確定申告書の作成、調査等の立会い及び具体的な

税務相談等）を行ってはならない旨規定されています。

例えば、司法書士、行政書士、社会保険労務士等の有資格者、税理士事務所職員、記帳代行等の会計業務を行う記帳代行業者であって

も、税理士等ではないため、有償・無償を問わず、自らの判断で申告書等を作成することは出来ません。

税理士等でないにもかかわらず、税理士業務を行っている者のことを、 「にせ税理士」と呼んでいます。

特に悪質な者については、税理士法第52条違反として、司法当局へ告発した事例があります。

※税理士等とは、税理士、税理士法人、通知弁護士及び通知弁護士法人をいいます。
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l o確定申告書が郵送で提出されたが、同封されていた返信用封筒の宛先が納税者本人ではない第三者となっていた。

＝返信先が本人や税理士等でない場合は、なりすまし防止等の観点から、納税者本人に返信先との関係を確認すること

となっています。

与
○税理士等でない者が、複数人の申告書を窓口に提出してきた時は、本人確認をお願いします。

○郵送提出の返信先が納税者本人や税理士等でない時は、返信先が誰であるか、納税者本人に電話等で確認をお願いします。

先が納税者本人ではない第三者となっていた。

観点から、納税者本人に返信先との関係を確認すること

本人確認をお願いします。

であるか、納税者本人に電話等で確認をお願いします。
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○提出された確定申告書に簡易な誤りが認められ、税理士等の署名がなかったことから納税者本人に問い合わせたところ、税理士等

でない者に申告書の作成を依頼している事実を把握した。

○調査等で納税地に臨場したところ、納税者の使用人でない第三者が調査に立ち会おうとした。

※調査等においては、自身の身分証を提示するとともに、税理士証票の確認を励行しましょう。

税理士法第32条（税理士証票の提示） 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、…税務官公署の職員と面接

するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。

息
一 「にせ税理士」と疑われる者を特定し、納税者から、 「申告書等の作成・調査の立ち会いを依頼することとなった経緯」等を聴取

し、調査経過記録書（面接メモ）等と併せて、 「税理士等情報せん」の作成をお願いします。
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確認した者が「にせ税理士」の疑いがあった場合は、直ちに「税理士等情報せん」の作成をお願いします。

’※税理士等情報せんの作成については、こちら

○情報せんの活用

情報せんを基に、にせ税理士が何件の税務書類を作成しているか、端緒となった情報を基に検討し（

｜ ｜’ など） 、税理士事務担当者（局税理士専門官、署総務課長補佐、署総務係長）が税理士法上の調査を行い
ます。
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税務職員に対する税職 職 る 壬業制限諾の理
私たち税務職員が退職して税理士となり税理士業務を行う場合には、 年間の業務の制限がありますので、 注意が必要です。離職後1

『業務の制限』とほ？1 1
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再任用職員,こお“｢塞爾、
（退職時)」を「再任用終了時」 ；

, として判断します。
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再任用職員においては、 「離職

（退職時)」を「再任用終了時」

として判断します。

、：

退職した税務職員が税理士となった場合には、

主）について、離職後1年間は、離職前1年内の すべきの所掌に 〃

＃

税理士業務（①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談）

を行ってはならない

とされています。 （税理士法第42条）
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『職の所掌に壷髭蕊瀞霧琴瀞里 ■(注）

事務分掌規則等の定めるところにより判断します。具体的には、特定の調査、徴収、審理事務等を実施する、又は実施するか否かと

選定に係る判断、指示、決定等を行う対象となり得る納税者に係る案件をいいます。ここでは、以下「調査等案件」といいます。いった

【令和5年3月31日に定年退職する職員の場合】 【令和5年7月10日付で詮瞳する職員の場合】

A署個人課税部門の上席国税調査官で定年退職

（令和4年7月異動なし）

対象:A署において自己が担当した納税者に係る調査等案件

弓直接担当した事案だけでなく、指導事案、支援事案、

部門連携等で参画した事案を含みます。

B署法人課税部門の統括国税調査官で辞職

（令和4年7月、C署法人統括官から異動）

対象:B署のロ する部門で所掌する納税者に係る調査等案件

=〉調査等を実施した法人だけでなく､部門の所掌法人が

対象となります。

時
経

時
経

(注）令和5年3月31日の翌日から起算する。 (注）令和5年7月10日の午前零時から起算する。
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D署法人課税部門の上席国税調査官（再任用）が令和5年3月31日付で辞職したケース

(令和4年7月、C署法人統括官で定年退職。その後、再任用としてD署勤務）
…い……ｰ電一…

｡C署の所属する部門において所掌していた納税者
i業務制限の対象となる者
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Ｌ 税理十法第42条の趣旨 〕ノ

税務職員出身の税理士が、退職時の地位縁故を利用して不当に業務の拡張を図るということがあると、税務宮公署在職中にお

ける公務の執行について、それが正当に行われていたとしても、社会一般から無用の疑念を持たれかねません。

このため、国税○B税理士が、在職中の地位を利用して顧客等の開拓を図ることを防止するという趣旨で、税理士法第42条

３
１

が設けられています。I

※退職時の税務署の管内で開業すると、無用な疑念を持たれかねないことから、開業時には事務所の設置場所にも配意する必

要があります。
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※税理士法第42条違反の行為は、たとえ1件であっても、懲戒処分の対象となります。

この規定に違反した場合の懲戒処分は、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止となります。

なお、 1年以下の懲役又は]00万円以下の罰金に処せられる場合もあります。

h
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税務職員が離職後、税理士登録をした場合、税務行政庁在職時の具体的役職名を表示した広告はしてはならないことになっ

ています。 （具体的役職名とは、管轄地域名を冠した宮公署名と役職名の併記をいいます｡）

例）元○○税務署長→× 、元税務署長→○

U 一 ・F』一一ゴF士－－.里一一一m一出d 一， .中..二 ■ 一 ＝ ー■■一＝－ゴー~一キー 毎弓守'一面＝ー－－PF中
時庵“

|…※詳しくは、 をご覧ください。

(共通ライブラリ＞通達。情報＞総務部・総務課＞種別:09情報＞分類：すべての分類＞【総・総・税】庁総務課情報）
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r税理士事務功績者｣ヘの表彰士 功 者 表
先般、税理士の懲戒処分等の端緒となるなど、顕著な功績を挙げた皆様が､功續者局長表彰（税理士事務）を受彰されました。

鰯＆ 宥和灘 受彰 驚頚瀞蕊．。調号 ､､げ鐸、 ． 詞！

(※局署順）

【細川洋平さん】総務部業務センター甲府分室（収集時所属：小田原署）
…
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所得税調査において､ ｜

｜直ちに｢税理士等情報せん｣を作成｡税理士法調査によって、
｜による税理士法違反事件として司法当局へ告発！

所得税調査において、

｜直ちに｢税理士等情報せん｣を作成｡税理士法語匿匠よって、
|による税理士法違反事件として司法当局へ告発！ ■■I

’

【北岡光洋さん】課税第二部資料調査第一課(収集時所属：江戸川北署）
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lとともに､直ちに｢税理士等情報せん｣を作成｡税理士
|による税理土法違反事件として司法当局へ告発！

lとともに､直ちに｢税理士等情報せん｣を作成｡税理士
による税理士法違反事件として司法当局へ告発！ ’|’法調査によって、
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【矢場朋子さん】神田署法人課税第12部門
｜

’

蝿

蕊溌潅溌繍！

法人税調査において､税理士が’
’

速やかに「税理士等情報せん］を作成。税理士法調査Iごよって、税理士を懲戒処分！
昼

【加藤貴弘さん】向島署総務課（収集時所属:大月署）
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総務課事務において、

｜速やかに
による税理士法違反事件として司法当局八告発II局税理士専門官へ情報提供。税理士法調査によって、

【村尾晃正さん】向島署法人課税第1部門（収集時所属：足立署）
’
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|直ちに｢税理士等情報せ
~今 子一峨午一や＝ 守幸…ｰ凸争一…

直ちに「税理士等情報せ

作成。税理士法調査によって、税理士を懲戒処分！
一一一

副室綻き、 「税理士等情報せん」の積極的な作成を鐙腰IAIz武夏_L
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令和5年6月

特別号

これで君も

税理十法マスター！

ノ

令和4年度税制改正により､税理士業務のICT化が努力義務になるなど､税理士法が大幅に改正されたことは昨年御紹介したとおりです。

→令籾卒卒5月得別号

今回はそのうち､本年4月1日に施行された改正内容で､特に職員の皆様に知っておいていただきたいものを改めて御紹介します！ ！

懲戒逃れは
許さない！
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務員の業務状況を事
務所のシステムのロ
グで確認しよう！
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その3
■ よし1高校生の間に会計

学科目に挑戦だ！
1

税理士試験の受験資格の
．』息Ⅱ 見直し(沸】

･会計掌科目(簿記論･財務諸表論)の受験資格が不要

･税法科冨の受験資格のうち､黛識による受験童緒②履修科目要倖が［社会科学に属する科勵鱈綴ロ
１
１題 戸

鈴

一一

／
○ふだん､皆様にはなじみの薄いと思われる税理士法ですが､少し御興味を持っていただけましたでしょうか。

○「もっと知りたい！」と思われた方は→国税庁ホームページ/税理士7鞭のQ&4ノも併せて御覧＜ださ｛

○また､令和6年4月1日以降､課税･徴収部門の方が触れることの多いと思われる/税務ｿf…薑/が改訂

も併せて御覧ください

、

。

ff…薑/が改訂され、

した棚ﾁ磑切委在力i蒋アした旨の通知雪ノ/税務ｿf理 という新規の様式も適用されます。X二貢ヌ
一
一
一
一

法33条の2に親唐する詔の各淘愛更慶び萱産諒の様式制症もありますので､参考としてください。
ノ、○そのほか、

’ ’
1

税理士専門官からのメッセージ

大 分・類

中 分類

保存年限等

共通(法令･通達）

情報通信類
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令和6年4月1日以降適用分
＜新規の様式＞＜改定後の様式＞

付
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上誕の『製麓代現権型整審2に理堕した率畷
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婆任状に配城した受任が終了した旨の通知書
令駒 年 刈 日

に鍵出した『蕊ff検＄臆記紋した婁任'二ついては、

噂繍燃…面"TT…ぁ冨珂
－－－1■■‐－－－－ー‐ーｰ一一一一■I■－-一一一■■ー■■ I■■ｰ一一－ｰ4■■ーｰーー－－■■■■一一一一一ー

委 任 状
令廊 年 J1 間

上識》 を代瓢人と進め、

について、答(Eし虫寸忌

恢傾瀞： （住所又は嚇葛所の厨征地は、上記税碕代題梅融証書に艶較のとおり）

（催涜又は聯駒断の所佗胞は､上雛I税溺代聴権限狂翻二記紋した役勝代認お薮f癖…面砺那了T…あ冨珂

1.． ●考（任江） .｡､･･.'･….｡.｡…?･･.･･･.….｡｡…．"...･･･.…….｡……･…｡．.‘。.･･･.･･.･･.･･....･･･..････…。｡.….・・….｡｡…‘｡｡..｡.｡。.．････…。｡.….･。.§
8

§ 、lz“『委任松jに記枚した蛎項

i."E雨訂=－一－＝一一=二三室三三一－一三三Z]j
｢悪意壺扇丁願~同~燕~同一~T翫胃下一F~T~ER1

｢薫羅頭冒宇応観司~ZET~-T~-｢雨雨瞬=-ﾐ一戸『嗣可

憲鯨理錘蹄

喚魂￥世

又 は

悦瀧士法人

氏名又Iま名林

事溺簡の私称

及び所礎地

涜風騨理士会等

“（ ） 一

撹瑛士会 支郎

紐録轡号等 節 号

上腿の

任しま。#･b

鋭題士

税魂士波人

璽師公海、－

鶴する
税務代珊

を代理人と定め、下記の窄項について．税理士法掘2条鱒1項邸1勝に蝋定寸.る役碕f函を饗

『“唖夕窪U86－u醜し、錬丞〃eBJ4〃5しつ函とr0やGふむ ロー峰呼〃悪ｻ"”

いいますも）についても僅磁代理を饗任します(過甲分の礎密
写rd

代月
鶴任している事項を鰍き虫雫語)．【悉任する勘合はpにし印を艶

令税 邪 〃 日

巴
に
Ｊ
人
唖
哩

毎
４
日
■

画
の
，
箆
ｒ
上
蜂
て
＄
い
》
錘
珂
に

》

岬
呼啄ソ

Rしてください.】
ロ

調寵の通迩．

終rの卵の
乎縫に関する
岡 愈

上誕の代題人に税務代理を婆艦した蛎頓（過部分の硯獅1蝿…野において婆価した取噸を含み主
寸Q･以ド閥じ.） $ﾆ関して爽謀が行われる叫介には、
法人)に代えて罰紋代醗人糎対して行われることI二

私（当松人）への下爽の通知又は鋭馴野は、秘《職
閲政しまれ“通する珊合はロIニレ印を配戦してく

ださい.】 。

詞壷の鋤知 ，

麺審健一r■毎尚fァ全乳､で．蹴箙泳卜恋憾奉竜･べ公上座齢昼hたし､理会に錘吋墨．手α》勝げ】識釦

興武ぴ"輯承も巽唾汰煙寺電ﾏゴ、壱ご堅写｡つ汀し⑨凹面0と獅呵。、狸江転宋”痴弼ロノ醒申』寺

(当餓戊呼1に肝tこて催正中沓等の助奨が行われる場合における必要な魏明､莎出の交付を含唾）

□

、

ロ

鰐撰鰹
ける代炎する
代麗人の定め

上妃の代宛人Iこ礎碕代覇を饗任した噸項に閲しては、獣該代理人をその代溌す-る代瑠人として定

めま魂【代饗する代理人として定める勘合は□にし印を鉦殺してください.】
ロ

俄瓢行

氏妬又は名株

化澗又は躯蘭斯

の溺磁地 愈舐（ ） －

1税蔑代躍の対象に閲する事頃

祝 閲
(鱗灘十ら良I88ニレ巾舎璽戦して<臆さい.》

平 分 弊

瞬糾段《撫興赫別所榔税を含む〉
※叩悔に係るもの

ロ 平成・令駒】 平分

法 人 喫

驚＃甚胤：＊：息
ロ 自平成・令和年月 佃 蕊平成・令和年 ノ1 個

夕

獅 寅 撹 及 び
嬉方澗狩役（顛置繭）

ロ 勘平成・令和年 ji 間 至平成・令和竿月 閲

蘇榔税“翼判別溺褐税を含む）
繋雛賎徴収に似るもの

ロ
徹平成・令和年ハ 脚 至平成・令和甲ハ 閲

(怯定紡期限到来分》

ロ

ロ

ロ

視醗俊

又 は

樫亜?t法人

氏翁又は名称

事務湧の私杵

及び涜在増

満喫税理士食呼

愈断（ ） ＝

磁理士金 支輝

饗鉦垂母等 耐 吟

卸

･令施 竿 ji 日（唾-髄凡受付魯紗； ）_糎奥出した「硯薗代駆樋
腔垂I iご趣醗l_た唖盛代麺についてl土令麺 畢 卿 、に巷任が鍵･rLた儲を鋤知L主す‐

過年分に
閏する
撹萄代班

上離の『撹廓代堀権限狂鋤lこ記枚した各礎別に園する年分に胸えて、噺該噸蘭代堀櫨限狂野』
”｢過平分lこ閲する礎葛代顛j損の□にし印がある勘合における当披過年分の各晩mlこ像ろ挽碕代照
についても．饗任が終了した筒を通知し復す．“知する掛合はQにし印を麓紋してください.I

ロ

歓叙券で

あったもの

氏端又は端称

住閥又は車湧嫡

の所在地 蝕鱈（ ） 一

ヨ 隼分に関す･る税碑代頭 I 有 り ロ I 甑 i ロ
a 葹の麺画・軒了蠣の平凝Iこ斑寸る岡琿

翼迂の君顕 荷 ロ 焼 ロ

現在贋了叫威に釦いて更正機潅淳をすべきと郷められない泌合における、その
悔の通知 布 ロ 鰹 ロ

瞬遼の紺果、更正決渡鰯をすべ趣と錘められろ掛合における．潤葱紺果の内容
の鍵珊等(罰砿茂明に“て修正恥侮辱の勧奨が行われる鋤介における必要な
錘馴・寄繭の喪付を含む.）

術 ロ 無 □

I iJ嚢ハ幻砧温郵のO轡菅TIー詞0J⑨ロ唾撰~WCUE羅一刀唾一 獅 回 鰍 ロ

1段研代瓢の対蝕に閲する蛎項

梶 間
{鱗濁十ら筒仙にし､l舎凝位して<麓郡､.》

年 分 鱒

禰符偽（紅興約馴断f》樋を含鰄
擬巾倍に係るもの

ロ 平成・令和 年分

睡 人 税

趨興特溺法人悦 ・
､地方法人鯉を含む

ロ 向平成・令和年月 側 至平成。令和竿〃 Ⅲ

雨 貫 撹 及 び
地巧嗣貸撹（蹟捜調）

ロ 間平成・令廊年月 側 亜平成・令和甲 J1 冊

所掛侵（趣興特別所H}礎を含む）
察揮泉徴醐に係るもの

ロ 目平成・令和竿月 日 至平成・令和平川 閲
(法走納期吸観来分）

ロ

｡

ロ

2撹務代理の封鎖となる密餓の受醸に関す.ろ癖頃

aその他の車噸

盆幌篇代理の対戴となる書顛の受麓に閲十ろ屯項

3その他の率項



令和6年4月1日以降適用分＜名称変更の様式＞

税 申告書（ 年分・ 藍目目事業年度分．

＜資産税の様式＞

）に係る

付
〆F○四0~一口

廷の2① 税 申告書（ 年分． 年 月 日相綾開始分）に係る

申告書の作成に閏する計算事項等罷載書面(資唖”

受,録 ､｡、卸
も

） 画
鄙
、
●
１
１
８

、

付
一
》
／
１
．

年 月 日
瓦
沁
、

〆

／
■凸～■■ 弓■ず

！
、
、

(1／4）(1／4）

※整理番号

税理士又は

税理士法人

氏名又は名称

事務所の所在地
電話（ ） 一

書面作成に

係る税理士

氏 名

事務所の所在地

所属税理士会等

電話（ ） 一

税理士会 支部登録番号第 号

税務代理権限証書の提出 有（ ） ・ 無

依頼者

氏名又は名称

住所又は事務所

の所在地 電話（ ） －

私（当法人）が申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項は、下記の

1から5までに掲げる事項であります。

1 提示を受けた帳簿書類に関する事項

鰻癖書類（申告書の作成に関し、計算し、又は

整理するために用いたものに限る。 ）の名称
左記の帳簿書類以外の根薄書類の名称

2 自ら作成記入した帳簿書類に関する事項 ．

幌簿書類の名称 作成記入の基礎となった書類等

※整理番号

税理士又は

税理士法人

氏名又は名称

事務所の所在地
趣話（ ） 一

書面作成に

係る税理士

氏 名

事務所の所在地

所属税理士会等

甑話（ ） －

税理士会 支部登録番号第 号

税務代理権限証啓の提出 有（ ） 。 無

依頼者

(複数人の

場合は別紙

に記載する

こと ）

氏名又は名称

住所又は事務所

の所在地
電話（ ） 一

相続税の場合

被相続人の氏名

被相統人の住所

私（当法人）が申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項は、下記の

1から5までに掲げる事項であります6

1 提示を受けた啓類等に関する事項

書類等（申告書の作成に関し、計算し、又は

整理するために用いたものに限る。 ）の名称
左記の書類等以外の笹類等

2 自ら作成記入した啓類等に関する事項

書類等の名称 作成記入の基礎となった書類等

※事務

処理欄

部門 業種 意見聴取連絡事績

年月日 税理士名

● ●

事前通知等事績

通知年月日 予定年月日

● ● ■ ●

※事務

処理欄

部門 業稲 意見聴取連絡事績

年月日 税理士名

● ●

亭前通知等耶績

通知年月日 予定年月日

■ ● ● 甲
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」 税理士専門宮だより
令和5年7月

第 1 号
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型

霊
雲

一
議題 鍵蕊
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…

「税理士法違反行為」を把握した場合は、 「税理士等情報せん」を作成願います（違反行為の「疑い」も含みます。 ）。

私たち税理士専門官は、皆さんから寄せられた「税理士等情報せん」を端緒に、税理士法違反行為が疑われる税理士や、にせ税

理士に対し、税理士法に基づく調査を実施し、特に悪質なものについては、懲戒処分や刑事告発を行っています。

可

★税理士やにせ税理士に対する調査の流れ

〆－｛ 謹誕塾鍔
－

卜〆蝉 齢
税理士専門官は、皆さんが作成

した「税理士等情報せん」を端緒

に、税理士やにせ税理士を調査し

ます。

調査の結果、税理士法違反行為が

認められた場合には。懲戒処分。刑

事告発・署長名による行政指導を行

います。

税理士法違反行為に閏する情

報を把握したら、 「税理士等情

報せん」を作成してください。

ノ、ノ ノ、 、

大分類

中 分類

保存年限等

共通(法令･通達）

情報通信類
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ｒ
蛙

醗説祖醗等をし握錘鋤懇磯

： 【法4s藻ヌ

｡脱税相談、指示等 ．

･事実に反することを知りながら、正しくない内容の申告害を作成

Ｉ
島
戸
￥
型
可
由
唖
、

‐
＄
五
毛
町
’
や

岬

輌
甸
．
制

瀞
．

Ｌ
⑪
戸溌
・
Ａ
一

．
細

羽

“

ロ

守

口

凸

。

少

ロ

ロ

Ｐ

Ｇ

豚
吋
睦
に
癖
１
１
１
味
ｒ
１
い
』 1

〆
Ｌ

Ｐ

税
理
士
法
違
反
行
為

｡税理士本人（税理士が代表者である法人を含む）の脱税、申告漏れ等

･業務け怠例：関与先の計算書類を預かったまま申告を怠り無申告とした

| 嶢篭議灘I
ﾖ騒纒塗に対憲爵篝灘鍵些の
識 臓醗縦】 ｛

。非税理士が作成した税務書類に署名押印

骨いわゆる「にせ税理士」も要注意！凪

一一

｛ ｝
｡税理士事務所事務員が関与先の不正申告に加担していたことを言過

･税理士事務所事務員が税理士に無断で他人の申告害を作成

＜税理士法違反行為を把握する場面の例＞

◆調査、滞納整理事務 ◆面接、電話、投書等による'l胄報提供

◆申告言の収受（例： 「控」の送付先が納税者、関与税理士ではない第三者の住所地である…なぜ？）

＜証拠資料の具体例＞

感

税理士法違反行為の端緒を把握した際には、速やかに害課長補佐（非設置害にあっては総務係長）

こ連絡し、確認事項や必要な書類等を整理した上で確実に証拠を保全しましょう。

特に有効な情報収集を行った職員に対しては、功績者表彰を行っています。

※1
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皆さんは、調査などの際に、税理士から名刺を受領するだけで、身分確認を済ませていませんか？

I
税理士ではない者が、調査に

立ち会うことはできませんの

で、自身の証票を相手方に見せ

る際には、必ず「税理士証票」

を確認してください。

税理士法第32条（税理士証票の提示）
税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、
税理士証票を提示しなければならない。

函｡■喀令舜拝一①~……… …－写▼戸▼.軋司罰‘一一舜軋字 －－－

･税理士事務所の職員のみ又は記帳代行業者が､調査立会いを行っている＝税理士法第52条(税理士業務の制限)くにせ税理士＞違反

→'2年以下の懲役又は百万円以下の罰金｜
※一方で､税理士が､にせ税理士に対して名義を貸している場合‐税理士法第37条の2(非税理士に対する名義貸しの禁止)違反

→'2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止｜
･税理士ではない者が､税理士又は税理士事務所の名称入りの名刺を使用している＝税理士法第53条(名称の使用制限)違反＝'百万円以下の罰金
･税理士が､懲戒処分期間中に税理士業務を行っている今税理士法第37条(信用失墜行為の禁止)違反‐|税理士業務の禁止’

一畿率.………亜ﾛｰ-- .画･凸L謡_埴--浄今弘子酷L面.一一署咄土こユ:ﾛ…玉企画ﾛ ｰ罰､ご露弾 ‘…△…舜一蝉心…‘菅… 些 可 ▽｡－℃ 再窪託 名 邑 ・ 4 罰：露か エ全 自浄 一・…卜澤~郵一…－号虫L ■ ” q…｣ ㎡J

一コ乱酔‘.‘

大 分類

中 分類

保存年限等

共通(法令･通達）

情報通信類
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I
割 税理士事務所職員が行うことができる業務員刀､1丁つ空

リ
6

税理士事務所職員が行うことができる業務は､伝票の整理､記帳業務､決算書の作成などの会計業務のほか、

税理士が税理士業務を行う前に必要な資料の収集などの補助業務に限られます。

税理士事務所職員が､税理士の指導監督に服さない状況の中で､自らの判断五納税者からの税務相談に応じたり、

。
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や調査立会いを行っている場合は､｢にせ税理士｣として税理士法違反になります。告書等の税務書類の 成

なお､税理士事務所職員に業務を任せきりにしていた税理士は､｢使用人監督義務違反｣として税理士法違反になります。
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ダ

納税者によっては､会計業務を記帳代行業者に委託している場合があります｡記帳代行業者の業務は､会計業務のみが

許されており､たとえ無償であっても税理士業務(税務代理､税務書類の作成､税務相談)を行うことができません。

記帳代行業者が申告書を作成し､税理士が署名をしていた場合､例え税理士がその申告害の内容を確認していようとも、

記帳代行業者は､「にせ税理士｣､税理士は｢名義貸し｣として､いずれも税理士法違反になります。
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税理士法違反行為を把握したら難毒ず、税理士事務担当者に御一報ください。
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